
線路南駐車場整備工事（第２期） 仕様書 

 

 

   この仕様書は、地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院が発注する、線路南駐

車場整備工事（第２期）に適用するものであり、本仕様書に明記なき一般事項については、山

梨県県土整備部土木工事共通仕様書によるものとする。 

 

１、 対象箇所 

整備場所：山梨県甲府市飯田二丁目１３８５－１（「位置図」参照） 

  

２、整備内容 

   本業務の実施に当たっては、仕様書、契約書に基づいて行うものとし、これらに明記なき事

項、疑義が生じた時には監督員と協議しなければならない。 

 

【甲府市飯田二丁目１３８５－１番】の整備 

   自動車１０台分の駐車場整備工事の測量及び施工。（「土地利用計画図」参照） 

   【外構工事】 

   ＜土木工事＞ 

・切土 322.0 ㎥ 

   ・スロープ部整形 180-180-450 85.0 ㎡ 

   ・残土処分（瓦礫含有土） 産業廃棄物処分 322.0 ㎥ 

   ＜構造物工事＞ 

   ・片面歩車境界ブロック B 種 24.5m 

   ・地先境界ブロック Ｃ種 12.0m 

   ・メッシュフェンス H1200 コア抜き含む 43.0m 

   ・メッシュフェンス H1200 独立基礎含む 19.5m 

   ・擁壁増打ちコンクリート フェンスコア抜き部 W100×H400 43.0m 

   ・セーフティパイプ H800×L1200 基礎工事含む 1 箇所 

   ・車止めブロック 20 個 

   ・既存花壇撤去部均しコンクリート 0.6 ㎡ 

   ＜舗装工事＞ 

   ・路盤工 RC40 t150 386.0 ㎡ 

   ・フィルター層 クッション砂 t100 

   ・不陸整地 386.0 ㎡ 

   ・表層工 開粒 t50 386.0 ㎡ 

   ・区画線 W150 82.5m 

   ・歩行者通路表示 W800 45m 



   【解体工事】 

   ・フェンス撤去 H600 運搬・処分共 91.0m 

   ・コンクリートブロック壁撤去 W100×H600 運搬・処分共 88.0m 

   ・スロープ出入口部コンクリート擁壁撤去 H1500 5m 運搬処分共 

   ・スロープ出入口部側溝脇コンクリート擁壁撤去 H100 6.3m 運搬処分共 

   ・花壇撤去 コンクリートブロック H600 4m 客土含む 運搬・処分共 

 ・アスファルト舗装撤去 運搬・処分共 186.0 ㎡ 

 ・区画線除去 12.5m 

 ・車止めブロック撤去 4 個 

 【電気設備工事】 

 ・ケーブル EM-CE 5.5mm2 -3C 40m 

 ・電線管 GP-28 1 本 

 ・コネクタ GP-28 2 個 

 ・プルボックス SS300×300×200 WP-SUS 2 個 

 ・波付硬質ポリエチレン管 FEP-30 30.0m 

 ・FEP クランプ CL 30 2 個 

 ・埋設標識シート 幅 150mm 2 倍 30.0m 

 ・LED 屋外灯 ポール灯 1 灯 

 ・屋外灯基礎用既制ブロック 400×400×1100 1 基 

 ・管路掘削・埋戻し 

 【機械設備工事】 

 ・給水止水栓移設 高さ調整 材工共 

 ・下水公設桝移設 高さ調整 材工共 

   

３、駐車場整備にあたっての注意事項 

  １）「土地利用計画図」「現状平面図」「標準計画断面図」「造成計画断面図」「構造図」に基づ

いて測量及び施工を行うこと。 

  ２）作業内容等の確認を十分に行い、事故を起こさないように細心の注意を払って行うこと。 

  ３）本業務に必要なものは、乙が用意すること。 

  ４）作業現場の整理整頓に努めること。 

  ５）作業にあたって必要となった軽微な材料などは、本契約に含まれるものとする。 

  ６）作業前には工事工程表の作成をすること。 

 

４、暴力団排除 

    「山梨県暴力団排除条例の施行に伴う、公共工事からの暴力団排除」を目的として、請負

者は、下請負者を用いる場合には、金額・工種の如何にかかわらず、各種許可書を確認し、

その書類を提示すること。 



 

５、保証期間 

本業務における保証期間については、中央病院の取扱いに起因する損傷等の場合を除き、

検収の日から１２ケ月とする。 

 

６、その他 

  １）作業が完了したときは、工事完了届、報告書を１部速やかに提出すること。 

  ２）乙は作業中の記録として適宜写真を撮影し、報告書に添付すること。 

  ３）作業時には必要に応じて養生、仮設等を行うこととする。 

  ４）作業により生じた発生品、その他残材等は乙が責任を持って処分すること。 

  ５）その他これに定めていないものでも疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 

 

【位置図】 

 

飯田二丁目 1385-1 番 

山梨県立中央病院 


